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（広告欄）広告に関する一切の責任は各広告主に帰属し、村がその内容について推奨等をするものではありません。

～お互いが思いやりの心をもって～～お互いが思いやりの心をもって～～お互いが思いやりの心をもって～
新型コロナウイルス感染症新型コロナウイルス感染症

ＳＴＯＰ！コロナ差別
目に見えないウイルスや経験したことのない感染症に不安や恐れを感じ、遠ざけたいという心
理から、感染症に関わる人を不必要に避けようとする等、差別的な行動をとってしまうことが
ありますが、感染した方等に対して誤った情報に基づく不当な差別、偏見、いじめ、誹謗中傷
等があってはなりません。不確かな情報に惑わされて人権侵害につながることのないよう冷静
な行動をお願いいたします。
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ＳＴＯＰ！ワクチン差別
新型コロナウイルスワクチンの接種は強制ではなく、本人の意思に基づき実施されるものです。
持病がある等さまざまな事情で接種を受けることができない方もいます。
ワクチンの接種を受けていないことによる不利益や、差別等の人権侵害、いじめ等はあっては
ならないことです。職場や周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない人に差別的
な扱いをすることのないようお願いします。
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マスクをつけられない方へのご理解を
感染予防対策として、外出時はマスクを着用することが新しい生活様式の一つとなりましたが、
障がいや感覚過敏、皮膚や呼吸器の病気等さまざまな原因で、マスクを着用することができな
い方たちがいます。マスクを着用できない方がいることを知り、その特性や事情を理解し、お
互いに思いやりの心をもって過ごしましょう。
※マスクを着用できない方への理解支援を目的として「マスクをつけられません」と周囲に知ら

せるための缶バッジとカードを作成しました。福祉介護課、保健センター（健康増進課）で配
布していますので、マスク着用が困難な方は、ご利用ください。
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差別を受けたり、見かけたりしたら…

▼人権に関する相談窓口
　・みんなの人権１１０番
　　☎０５７０－００３－１１０
　・女性の人権ホットライン
　　☎０５７０－０７０－８１０
　・子どもの人権１１０番
　　☎０１２０－００７－１１０
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▼職場におけるいじめ・嫌がらせ等に関する相談窓口
　・茨城労働局総合労働相談コーナー
　　☎０２９－２７７－８２９５
※相談電話はいずれも受付時間午前８時３０分～午後５時１５分
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▼インターネット人権相談
　https://www.jinken.go.jp/
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特集 《写真》
一等賞は渡さないぞ！
（木原保育所運動会にて）


